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国民健康保険税の
減免制度をお知らせします申請期限は

３月31日

　　

　新型コロナウイルス感染症の影響により、

主な生計維持者の収入の減少などがあった場

合に申請することで、国民健康保険税の一部

または全額の免除が受けられます。

■�対象・減免額　

①�新型コロナウイルス感染症により、主な生

計維持者が死亡または重篤な傷病を負った

世帯…全額免除

②�新型コロナウイルス感染症の影響により、

主な生計維持者の収入の減少があり、次の

要件に全て該当する世帯

　� ▼事業収入・不動産収入・山林収入・給与収

入のうち、いずれかの収入で令和２年中の

収入の減少額が令和元年中に比べ10分の３

以上であること ▼令和元年中の所得の合計

額が1,000万円以下であること ▼令和元年

中の所得（令和２年中の収入減少がある種

類の所得を除く）の合計額が400万円以下で

あること…右記の[表１]で算出した対象保

険税額に[表２]の減免割合を乗じた額 【�問い合わせ】�本館市民税課（緯41-3526）

対象保険税額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ
Ａ…世帯の被保険者全員について算定した保険税額
Ｂ…令和２年に減少した収入に係る令和元年の所得金額
Ｃ…�生計維持者および世帯の被保険者全員の令和

元年の合計所得金額

[表１]

令和元年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の８
550万円以下 10分の６
750万円以下 10分の４

1,000万円以下 10分の２
※�主な生計維持者の収入減少の要因が、感染症の影響

による廃業または失業の場合は、令和元年の合計所
得金額にかかわらず対象保険税の全額を免除

[表２]
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＊�申請方法など詳しくは、市
ホームページで紹介してい
ます

個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、

入湯税、国民健康保険税の納税の猶予制度をお知らせします

①②共通

■�対象となる市税　 ▼個人市県民税 ▼法人市

民税 ▼固定資産税 ▼軽自動車税 ▼市たばこ

税 ▼入湯税 ▼国民健康保険税

■納税の猶予期間　１年間

※�やむを得ない理由があると認められた場合
は、最大で２年間

■延滞金　２分の１または全額を免除

■�申請方法　申請書に必要事項を記入の上、

収入や現預金の状況が分かる資料（提出が困

難な人には市から電話するなど、口頭で確

認します）を添えて、本館収納課（〒025-8601

花城町9-30）へ郵送で提出してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響などによ

り、市税の納付が困難な人は「徴収の猶予制

度」または「申請による換価の猶予制度」を利

用することができます。

＊�「徴収猶予の特例制度」を利用した人で、引き
続き市税の納付が困難な場合は、申請するこ
とで納税の猶予が受けられます

①徴収の猶予制度　

■�対象　新型コロナウイルス感染症の影響な

どにより、次のいずれかに該当し、市税を

一時に納付または納入することが困難な人

　� ▼感染症患者が発生した施設で消毒作業の

ため備品を廃棄したなど、財産に相当な損

失が生じた場合 ▼本人または家族が病気に

なった場合 ▼事業を廃止または休止した場

合 ▼事業に著しい損失を受けた場合

②申請による換価の猶予制度

■�対象　市税を一時に納付または納入するこ

とが困難な人 【�問い合わせ】�本館収納課（緯41-3531）
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＊�ｅＬＴＡＸによる申請も
可能です。詳しくは、市
ホームページで紹介して
います

5 2021（R3）.3.1

介護保険料の
減免制度をお知らせします申請期限は

３月31日

　　

　新型コロナウイルス感染症の影響により、

主な生計維持者の収入の減少などがあった場

合に申請することで、介護保険料の一部また

は全額の免除が受けられます。

■�対象・減免額

①�新型コロナウイルス感染症により、主な生

計維持者が死亡または重篤な傷病を負った

第１号被保険者…全額免除

②�新型コロナウイルス感染症の影響により、

主な生計維持者の収入の減少があり、次の

要件に全て該当する第１号被保険者

　� ▼事業収入・不動産収入・山林収入・給与収

入のうち、いずれかの収入で令和２年中の

収入の減少額が令和元年中に比べ10分の３

以上であること ▼令和元年中の所得（令和

２年中の収入減少がある種類の所得を除

く）の合計額が400万円以下であること…右

記の[表１]で算出した対象保険料額に[表

２]の減免割合を乗じた額 【�問い合わせ】�新館長寿福祉課（緯41-3578）

対象保険料額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ
Ａ…第１号被保険者の保険料額
Ｂ…�第１号被保険者の属する世帯の主な生計維持

者の令和２年に減少した収入などに係る令和
元年の所得金額

Ｃ…�第１号被保険者の属する世帯の主な生計維持
者の令和元年の合計所得金額

[表１]

令和元年の合計所得金額 減免割合
200万円以下 全部
200万円超 10分の８

※�主な生計維持者の収入減少の要因が、感染症の影響
による廃業または失業の場合は、令和元年の合計所
得金額にかかわらず対象保険料の全額を免除

[表２]
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＊�申請方法など詳しくは、市
ホームページで紹介してい
ます

後期高齢者医療保険料の
減免制度をお知らせします申請期限は

３月31日

　　

　新型コロナウイルス感染症の影響により、主

な生計維持者の収入の減少などがあった場合に

申請することで、後期高齢者医療保険料の一部

または全額の免除が受けられます。

■�対象・減免額

①�新型コロナウイルス感染症により、主な生

計維持者が死亡または重篤な傷病を負った

世帯の被保険者…全額免除

②�新型コロナウイルス感染症の影響により、

主な生計維持者の収入の減少があり、次の

要件に全て該当する世帯の被保険者

　 �▼事業収入・不動産収入・山林収入・給与収

入のうち、いずれかの収入で令和２年中の

収入の減少額が令和元年中に比べ10分の３

以上であること ▼令和元年中の所得の合計

額が1,000万円以下であること ▼令和元年

中の所得（令和２年中の収入減少がある種

類の所得を除く）の合計額が400万円以下で

あること…右記の[表１]で算出した対象保

険料額に[表２]の減免割合を乗じた額 【�問い合わせ】�本館国保医療課（緯41-3583）

対象保険料額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ
Ａ…75歳以上の人の対象期間の保険料額

Ｂ…��令和２年に減少した収入などに係る令和元年の所得金額

Ｃ…�生計維持者および世帯の被保険者全員の令和元年
の合計所得金額

[表１]

令和元年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部

400万円以下 10分の８

550万円以下 10分の６

750万円以下 10分の４

������1,000万円以下 10分の２

※�主な生計維持者の収入減少の要因が、感染症の影響
による廃業または失業の場合は、令和元年の合計所
得金額にかかわらず対象保険料の全額を免除

[表２]
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＊�申請方法など詳しくは、
岩手県後期高齢者広域連
合ホームページで紹介し
ています

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


